
  
 

近
年
に
な
っ
て
、
永
代
供
養
墓
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
当
山
も
よ
う
や
く
永
代
供
養
墓
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の

概
要
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

  

寿
楽
院
永
代
供
養
夫
婦
墓
及
び
永
代
供
養
合
祀
墓
使
用
規
則 

 

第
１
条 
〔
目
的
〕 

こ
の
規
則
は
、
宗
教
法
人
寿
楽
院
永
代
供
養
夫
婦
墓(

以
下
、
夫
婦
墓

と
い
う)

及
び
永
代
供
養
合
祀
墓(

以
下
、
合
祀
墓
と
い
う)

に
お
け
る

埋
骨
及
び
管
理
と
供
養
に
関
す
る
必
要
な
規
則
を
定
め
、
永
代
護
持

管
理
供
養
が
適
切
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
２
条 

〔
使
用
の
資
格
〕 

夫
婦
墓
及
び
合
祀
墓
は
、
檀
信
徒
に
限
ら
ず
、
管
理
者
の
承
諾
を
得
た

と
き
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
３
条 

〔
埋
骨
及
び
管
理
と
供
養
の
実
施
） 

１
、
夫
婦
墓
又
は
合
祀
墓
に
埋
骨
し
適
切
に
管
理
と
供
養
を
行
う
も

の
と
す
る
。
合
祀
墓
に
埋
骨
さ
れ
た
遺
骨
は
返
却
し
な
い
。 

２
、
委
託
者
は
、
納
骨
と
同
時
に
、
埋
火
葬
許
可
証
を
管
理
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
４
条 

（
契
約
及
び
永
代
供
養
料
） 

１
、
委
託
者
は
、
契
約
時
に
永
代
供
養
契
約
書
を
締
結
し
、
永
代
供
養

料
及
び
諸
費
用
を
契
約
時
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
、
既
納
の
永
代
供
養
料
、
及
び
諸
費
用
は
返
却
し
な
い
。
但
し
、
散

骨
さ
れ
ず
、
墓
碑
へ
刻
銘
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
契
約
後
６
０
日

以
内
に
限
り
契
約
を
解
除
で
き
る
。
こ
の
場
合
永
代
供
養
料
は
全
額

返
還
す
る
。 

 

第
５
条 

（
納
骨
及
び
施
工
） 

納
骨
作
業
、
墓
碑
の
刻
銘
、
そ
の
他
の
工
事
は
、
当
山
の
許
可
し
た
者

の
ほ
か
は
施
工
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
６
条 

（
使
用
者
の
心
が
け
） 

寿
楽
院
境
内
地
内
に
お
い
て
は
、
常
に
清
浄
を
保
ち
宗
教
的
尊
厳
を

傷
つ
け
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
７
条 

（
補
足
） 

１
、
本
規
則
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
管
理
責
任
者
が
別
に

定
め
る
。 

２
、
不
可
抗
力
に
よ
る
天
災
・
事
故
の
墓
地
管
理
責
任
は
、
問
え
な
い

事
と
し
ま
す
。 

  

本
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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永
代
供
養
合
祀
墓
供
用
開
始

永
代
供
養
合
祀
墓
供
用
開
始

永
代
供
養
合
祀
墓
供
用
開
始   

 平成28年７月11日合祀墓開眼 

細則 

１、夫婦墓の永代使用料は、 85万円とします。（刻字代は、含まれていません）   

２、合祀墓の永代使用料は、 以下の通りとします。 

 ☆ 契約時直ちに合祀する場合            １０万円 （刻字なき時は別に定める）                                           

 ☆ ４９日忌で合祀する場合             １５万円 

 ☆ １周忌で合祀する場合 （１年間遺骨保管）   ２０万円 

 ☆ ３回忌で合祀する場合 （２年間遺骨保管）   ３０万円 

 ☆ ３３回忌で合祀する場合（３２年間遺骨保管）  ８０万円以上 


